
一

（
二
七
二
）

（
第
十
六
部
）

第
二
百
八
回

国
　
　
　
会

参
議
院
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日（
水
曜
日
）

　
　
　
午
後
三
時
十
分
開
会

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
委
員
の
異
動

　
五
月
二
十
三
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
自
見
は
な
こ
君
　
　
　
　
　
磯

　
仁
彦
君

　
五
月
二
十
四
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
磯

　
仁
彦
君
　
　
　
　
　
自
見
は
な
こ
君

　
五
月
二
十
五
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
宮
口
　
治
子
君
　
　
　
　
　
田
島
麻
衣
子
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

　
　
　
　
委
員
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
岡
　
資
麿
君

　
　
　
　
理
　
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
島
　
　
潔
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
野
光
二
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
立
　
昇
治
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
田
　
国
義
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
　
沙
織
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
野
　
義
博
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
野
　
喜
史
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
　
　
　
徹
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
林
　
明
子
君

　
　
　
　
委
　
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
日
健
太
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
井
　
浩
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
　
啓
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
　
真
人
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
見
は
な
こ
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内
　
　
功
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
田
　
顕
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
川
　
る
い
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
浜
　
博
行
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
口
　
治
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
沢
　
高
徳
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
田
　
博
昭
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
光
男
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山

真
之
輔
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
井
　
　
章
君

　
　
　
　
　
　
　
　
─
─
─
─
─

　
　
　
　
　
　
　
議
長
　
　
　
　
　
　
　
山
東
　
昭
子
君

　
　
　
　
　
　
　
副
議
長
　
　
　
　
　
　
小
川
　
敏
夫
君

　
　
　
　
　
　
　
　
─
─
─
─
─

　
　
　
事
務
局
側

　
　
　
　
　
　
　
事
務
総
長
　
　
　
　
　
岡
村
　
隆
司
君

　
　
　
　
　
　
　
事
務
次
長
　
　
　
　
　
小
林
　
史
武
君

　
　
　
　
　
　
　
議
事
部
長
　
　
　
　
　
金
子
　
真
実
君

　
　
　
　
　
　
　
委
員
部
長
　
　
　
　
　
大
蔵
　
　
誠
君

　
　
　
　
　
　
　
記
録
部
長
　
　
　
　
　
中
内
　
康
夫
君

　
　
　
　
　
　
　
警
務
部
長
　
　
　
　
　
八
鍬
　
敬
嗣
君

　
　
　
　
　
　
　
庶
務
部
長
　
　
　
　
　
加
賀
谷
ち
ひ
ろ
君

　
　
　
　
　
　
　
管
理
部
長
　
　
　
　
　
伊
藤
　
文
靖
君

　
　
　
　
　
　
　
国
際
部
長
　
　
　
　
　
大
村
周
太
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
企
画
調
整
室
長
　
　
　
金

　
真
志
君

　
　
　
国
立
国
会
図
書
館
側

　
　
　
　
　
　
　
館
長
　
　
　
　
　
　
　
吉
永
　
元
信
君

　
　
　
　
　
　
　
総
務
部
長
　
　
　
　
　
山
地
　
康
志
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
国
立
国
会
図
書
館
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　（
衆
議
院
提
出
）

○
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
出
版
物
の
納
入
に
関
す
る

　
規
程
及
び
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資

　
料
の
記
録
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件

○
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件

○
本
会
議
に
お
け
る
財
務
大
臣
の
演
説
及
び
こ
れ
に
対
す

　
る
質
疑
に
関
す
る
件

○
本
日
の
本
会
議
の
議
事
に
関
す
る
件

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
た
だ
い
ま
か
ら
議
院
運
営
委

員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
、
国
立
国
会
図
書
館
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　
事
務
総
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

○
事
務
総
長（
岡
村
隆
司
君
）　
便
宜
私
か
ら
御
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

　
本
案
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
及
び
地

方
税
共
同
機
構
の
設
立
に
伴
い
、
国
立
国
会
図
書
館
へ
の

出
版
物
の
納
入
義
務
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も

に
、
私
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
発
信
す
る
図

書
又
は
逐
次
刊
行
物
に
相
当
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
う

ち
か
ら
、
有
償
で
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
、
又
は
送
信

さ
れ
る
も
の
及
び
技
術
的
制
限
手
段
が
付
さ
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
も
、
国
立
国
会
図
書
館
へ
の
提
供
義
務
を
課

そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
こ
れ
よ
り
採
決
を
行
い
ま

す
。

　
本
案
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
願
い
ま
す
。

　
　
　〔
賛
成
者
起
立
〕

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
全
会
一
致
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
審
査
報
告
書
の
作
成
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ

を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
次
に
、
国
立
国
会
図
書
館
法

に
よ
る
出
版
物
の
納
入
に
関
す
る
規
程
及
び
国
立
国
会
図

書
館
法
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
の
記
録
に
関
す
る
規
程

の
一
部
改
正
に
関
す
る
件
及
び
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規

程
の
一
部
改
正
に
関
す
る
件
の
両
件
を
一
括
し
て
議
題
と

い
た
し
ま
す
。

　
図
書
館
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

○
国
立
国
会
図
書
館
長（
吉
永
元
信
君
）　
御
説
明
申
し
上

げ
ま
す
。

　
第
一
に
、
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
出
版
物
の
納
入

に
関
す
る
規
程
及
び
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
資
料
の
記
録
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
に
関
す
る

件
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
等
の

第
十
六
部
　
　
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号
　
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
　【
参
議
院
】



二

第
十
六
部
　
　
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号
　
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
　【
参
議
院
】

君
、
藤
末
健
三
君
、
西
田
実
仁
君
、
浜
口
誠
君
、
浅
田
均

君
、
田
村
智
子
君
の
順
に
質
疑
を
行
い
ま
す
。

　
次
に
、
日
程
第
二
に
つ
い
て
、
地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ

ル
社
会
の
形
成
等
に
関
す
る
特
別
委
員
長
が
報
告
さ
れ
た

後
、
採
決
い
た
し
ま
す
。

　
次
に
、
日
程
第
三
に
つ
い
て
、
消
費
者
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
長
が
報
告
さ
れ
た
後
、
採
決
い
た
し
ま
す
。

　
次
に
、
日
程
第
四
に
つ
い
て
、
環
境
委
員
長
が
報
告
さ

れ
た
後
、
採
決
い
た
し
ま
す
。

　
次
に
、
先
ほ
ど
本
委
員
会
を
議
了
い
た
し
ま
し
た
国
立

国
会
図
書
館
法
等
改
正
案
の
緊
急
上
程
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
、
本
案
を
日
程
に
追
加
し
て
議
題
と
す
る
こ
と
を
異

議
の
有
無
を
も
っ
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
異
議
が
な
い

と
決
し
ま
す
と
、
議
院
運
営
委
員
長
が
報
告
さ
れ
た
後
、

採
決
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
本
日
の
議
案
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
起
立
採

決
い
た
し
ま
す
。

　
以
上
を
も
ち
ま
し
て
本
日
の
議
事
を
終
了
い
た
し
ま

す
。
そ
の
所
要
時
間
は
約
二
時
間
四
十
分
の
見
込
み
で
ご

ざ
い
ま
す
。

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
た
だ
い
ま
の
事
務
総
長
説
明

の
と
お
り
本
日
の
本
会
議
の
議
事
を
進
め
る
こ
と
に
御
異

議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
予
鈴
は
午
後
三
時
三
十
五
分
、
本
鈴
は
午
後
三

時
四
十
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
午
後
三
時
十
五
分
休
憩

　
　
　〔
休
憩
後
開
会
に
至
ら
な
か
っ
た
〕

　
　
　
　
　
─
─
─
─
・
─
─
─
─

　
　
　〔
参
照
〕

一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
第
二
に
、
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
程
の
一
部
改
正
に

関
す
る
件
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
電
子
情
報
に
係
る

文
言
の
整
理
な
ど
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
両
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
た

だ
い
ま
の
図
書
館
長
説
明
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御

異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
次
に
、
本
会
議
に
お
け
る
財

務
大
臣
の
演
説
及
び
こ
れ
に
対
す
る
質
疑
に
関
す
る
件
を

議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　
本
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
理
事
会
に
お
い
て
協
議
い
た

し
ま
し
た
結
果
、
本
日
の
本
会
議
に
お
い
て
聴
取
す
る
こ

と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
鈴
木
財
務
大
臣
の
財
政
に
関
す

る
演
説
に
対
し
、
お
手
元
の
資
料
の
と
お
り
質
疑
を
行
う

こ
と
に
意
見
が
一
致
い
た
し
ま
し
た
。

　
理
事
会
申
合
せ
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご

ざ
い
ま
せ
ん
か
。

　
　
　〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（
福
岡
資
麿
君
）　
次
に
、
本
日
の
本
会
議
の
議

事
に
関
す
る
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　
事
務
総
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

○
事
務
総
長（
岡
村
隆
司
君
）　
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
日
の
議
事
は
、
最
初
に
、
日
程
第
一
　
国
務
大
臣
の

演
説
に
関
す
る
件
で
ご
ざ
い
ま
す
。
鈴
木
財
務
大
臣
か
ら

財
政
に
つ
い
て
演
説
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
白
眞
勲



三

第
十
六
部
　
　
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号
　
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
　【
参
議
院
】



四

第
十
六
部
　
　
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号
　
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
　【
参
議
院
】



五

第
十
六
部
　
　
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号
　
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
　【
参
議
院
】



六

第
十
六
部
　
　
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号
　
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
　【
参
議
院
】



七

第
十
六
部
　
　
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号
　
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
　【
参
議
院
】



八

第
十
六
部
　
　
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号
　
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
　【
参
議
院
】

　
　
　
本
会
議
に
お
け
る
財
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質

　
　
　
疑
に
関
す
る
件

イ
、
日
取
り
　
　
五
月
二
十
五
日

ロ
、
時
　
間
　
　
自
由
民
主
党
・
国
民
の
声
　
一
〇
分
、

　
　
　
　
　
　
　
立
憲
民
主
・
社
民
　
二
〇
分
、
公
明
党

　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
分
、
国
民
民
主
党
・
新
緑
風
会

　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
分
、
日
本
維
新
の
会
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
分
、
日
本
共
産
党
　
一
〇
分

ハ
、
人
　
数
　
　
自
由
民
主
党
・
国
民
の
声
　
一
人
、
立

　
　
　
　
　
　
　
憲
民
主
・
社
民
　
一
人
、
公
明
党
　
一

　
　
　
　
　
　
　
人
、
国
民
民
主
党
・
新
緑
風
会
　
一

　
　
　
　
　
　
　
人
、
日
本
維
新
の
会
　
一
人
、
日
本
共

　
　
　
　
　
　
　
産
党
　
一
人

ニ
、
順
　
序
　
　
①
立
憲
民
主
・
社
民
　
②
自
由
民
主

　
　
　
　
　
　
　
党
・
国
民
の
声
　
③
公
明
党
　
④
国
民

　
　
　
　
　
　
　
民
主
党
・
新
緑
風
会
　
⑤
日
本
維
新
の

　
　
　
　
　
　
　
会
　
⑥
日
本
共
産
党

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
五
月
二
十
五
日（
水
）の
議
事
予
定

　
日
程
第
一
　
国
務
大
臣
の
演
説
に
関
す
る
件

　
　
鈴
木
財
務
大
臣
　
財
政
に
つ
い
て

　
　
質
　
　
疑
　
白
　
　
眞
勲
君（
立
）　
二
〇
分

　
　
　
　
　
　
　
藤
末
　
健
三
君（
自
）　
一
〇
分

　
　
　
　
　
　
　
西
田
　
実
仁
君（
公
）　
一
〇
分

　
　
　
　
　
　
　
浜
口
　
　
誠
君（
民
）　
一
〇
分

　
　
　
　
　
　
　
浅
田
　
　
均
君（
維
）　
一
〇
分

　
　
　
　
　
　
　
田
村
　
智
子
君（
共
）　
一
〇
分

　
日
程
第
二
　
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す

　
　
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

　
日
程
第
三
　
消
費
者
契
約
法
及
び
消
費
者
の
財
産
的
被

　
　
害
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の

　
　
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
　（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

　
日
程
第
四
　
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

　
　
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、
衆
議
院

　
　
送
付
）

　
　（
緊
急
上
程
予
定
）

　
国
立
国
会
図
書
館
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　（
衆
議
院
提
出
）

　
　
　
　
　
─
─
─
─
・
─
─
─
─

五
月
二
十
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
国
立
国
会
図
書
館
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
　
案（
衆
）

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



九

第
十
六
部
　
　
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号
　
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
　【
参
議
院
】

　
　
　
　
　
─
─
─
─
・
─
─
─
─

五
月
二
十
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
国
会
に
お
け
る
請
願
取
扱
い
の
改
善
に
関
す
る
請

　
　
願（
第
一
二
四
六
号
）（
第
一
二
四
七
号
）（
第
一
二
四

　
　
八
号
）（
第
一
二
四
九
号
）（
第
一
二
五
〇
号
）（
第
一
二

　
　
五
一
号
）

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─



一
〇

第
十
六
部
　
　
議
院
運
営
委
員
会
会
議
録
第
三
十
一
号
　
令
和
四
年
五
月
二
十
五
日
　【
参
議
院
】

令
和
四
年
八
月
二
十
二
日
作
成
　
参
議
院
事
務
局
　
作
成
者
　
第
一
法
規
株
式
会
社


